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第１章 総則 

 

（趣旨） 

第１条 国立研究開発法人森林研究・整備機構（以下「機構」という。）の職員の労働条

件、服務規律その他の就業に関し必要な事項については、労働基準法（昭和２２年法律

第４９号）、独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）その他の関係法令に定

めるもののほか、この規則の定めるところによる。 

 

（定義） 

第２条 この規則において、「職員」とは、第４条、第５条、第１６条又は附則（令和５

年３月２７日 ４森林機構第１０６８号。以下「令和５年附則」という。）第３項の規

定により採用され、機構に勤務する職員をいい、「再雇用職員」とは、第１６条、令和

５年附則第３項に規定する職員をいい、「再雇用短時間勤務職員」とは、第１６条、令

和５年附則第６項に規定する職員をいう。 

 

（規則の遵守） 

第３条 機構及び職員は、ともにこの規則を遵守し、相互に協力して業務の運営に当たる

とともに、機構の発展に努めなければならない。 

 

第２章 人事 

 

第１節 採用 

（任期の定めのない職員の採用） 

第４条 機構は、労働契約の期間（以下「任期」という。）の定めのない職員については、

競争試験又は選考の方法により採用する。 

 

（任期を定めた職員の採用） 

第５条 機構は、第１６条又は令和５年附則第３項に定める場合のほか、次に掲げる場合

には、任期を定めて職員を採用することがある。 

一 研究業績等により当該研究分野において、特に優れた研究者と認められている者を

招へいして、当該研究分野に係る高度の専門的な知識経験を必要とされる試験研究に

関する業務（以下「研究業務」という。）に一定の期間従事させる場合（「任期付研

究員（一）」という。） 

二 独立して研究する能力があり、研究者として高い資質を有すると認められる者を、



当該研究分野における先導的役割を担う有為な研究者となるために必要な能力のか

ん養に資する研究業務に一定の期間従事させる場合（「任期付研究員（二）」という。） 

三 高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の

専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要と

される研究業務以外の業務に従事させる場合（「特定任期付職員」という。） 

四 専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事

させる場合であって、当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要す

るため、当該専門的な知識経験が必要とされる研究業務以外の業務に従事させること

が適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難であるとき 

五 専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる研究業務以

外の業務に従事させる場合であって、専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係る

ものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要

とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができ

る期間が一定の期間に限られるとき 

六 職員が出産することとなる場合において、出産予定日の６週間（多胎妊娠の場合に

あっては、１４週間）前の日から出産の翌日から起算して８週間を経過する日までの

期間（以下「産前産後の期間」という。）について、人事異動その他の方法によって

当該産前産後の期間中にある職員の業務を処理することが困難であるとき 

七 第７４条第３項の規定により職員から育児休業（同条第１項に規定する育児休業を

いう。以下同じ。）の申出（期間の延長の申出を含む。以下次条及び第７条において

同じ。）があった場合において、人事異動その他の方法によって当該申出をした職員

の業務を処理することが困難であるとき 

八 人事異動により職員を任命するまでの間欠員にしておくことができない緊急の場

合（前２号に掲げる場合を除く。） 

九 第７９条の２第４項の規定により職員から配偶者同行休業（同条第１項に規定する

配偶者同行休業をいう。以下同じ。）の請求（期間の延長の請求を含む。次条及び第

７条において同じ。）があった場合において、人事異動その他の方法によって当該請

求をした職員の業務を処理することが困難であるとき 

２ 前項の規定による採用は、選考の方法による。 

３ 第１項第１号から第５号までの規定による採用については、前項の規定にかかわらず、

機構と他機関（理事長が別に定める機関をいう。）との間において締結する協定に基づ

き、当該他機関との雇用を継続させたまま機構とも労働契約を締結することにより、そ

の任期中は双方の業務に従事すること（以下「クロスアポイントメント」という。）を

可能とし、任期終了後は当該他機関に復帰することを条件とした方法により採用するこ

とができる。 

 

（任期） 

第６条 前条の規定により任期を定めて採用する職員（以下「任期付職員」という。）の

任期は、次の各号に掲げる採用の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を超えない範囲内

で機構が定める。 

一 前条第１項第１号及び第３号から第５号までの規定による採用 ５年 



二 前条第１項第２号の規定による採用 次に掲げる採用をしようとする者の区分に

応じそれぞれに掲げる期間 

ア 博士の学位（外国において授与されたこれに相当する学位を含む。）を有する者

５年 

イ 修士又は学士の学位（外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。）

を有する者 ３年 

三 前条第１項第６号の規定による採用 当該産前産後の期間 

四 前条第１項第７号の規定による採用 当該申出に係る期間 

五 前条第１項第８号の規定による採用 ６箇月 

六 前条第１項第９号の規定による採用 当該請求に係る期間 

２ 機構は、任期付職員を採用する場合には、当該職員にその任期及び任期の更新に関す

る事項を明示する。 

 

（特例としての任期） 

第６条の２ 機構は、第５条第１項第２号の規定により採用された任期付職員が、採用時

に定められた任期の期間内に別表第２の第６号及び第７号に基づく特別休暇又は第７

４条の規定に基づく育児休業を取得した場合は、当該職員の申し出により、前条の任期

の年数にかかわらず、任期満了後に特例として任期を付すことができる。 

２ 特例としての任期は、当該職員が取得した前項に定める特別休暇又は育児休業の期間

を限度とする。 

 

（任期の更新及び雇止めの予告） 

第７条 機構は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる期間を超えない範囲内に

おいて、その任期を更新することがある。ただし、任期を更新する場合にあっても、更

新１回につき、その任期は５年（第６条第１項第２号イに掲げる者にあっては、３年）

を超えない。 

一 第５条第１項第１号の規定により採用された任期付職員の任期が満了する場合に

おいて、当該研究業務の進捗状況又は業務量等から判断して、当該任期付職員に引き

続き当該研究業務に従事させる必要があると認めるとき  採用した日から１０年 

二 第５条第１項第２号の規定により採用された任期付職員の任期が満了する場合に

おいて、当該研究業務の進捗状況又は業務量等から判断して、当該任期付職員に引き

続き当該研究業務に従事させる必要があると認めるとき  採用した日から１０年

（第６条第１項第２号イに掲げる者にあっては、６年） 

三 第５条第１項第３号から第５号までの規定により採用された任期付職員の任期が

満了する場合（当該任期が５年に満たない場合に限る。）において、当該任期付職員

に引き続き当該業務に従事させる必要があると認めるとき  採用した日から５年 

四 第５条第１項第６号の規定により採用された任期付職員の任期が満了する場合に

おいて、当該任期が当該産前産後の期間に満たない場合であったとき  当該産前産

後の期間 

五 第５条第１項第７号の規定により採用された任期付職員の任期が満了する場合に

おいて、当該任期が当該申出に係る期間に満たない場合であったとき  当該申出に



係る期間 

六 第５条第１項第９号の規定により採用された任期付職員の任期が満了する場合に

おいて、当該請求に係る配偶者同行休業をしている職員の業務を処理することが困難

であると認めるとき  当該請求に係る期間 

２ 第６条第２項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。 

３ 機構は、あらかじめ任期を更新しない旨を明示した場合を除き、任期を更新しない場

合には、任期が満了する日の少なくとも３０日前までにその旨を予告する。 

 

（採用時の書類提出） 

第８条 新たに職員に採用された者は、次に掲げる書類（第５条第３項第１号に掲げる方

法により採用する職員（以下、「クロスアポイントメント採用職員」という。）にあっ

ては、第４号に掲げる書類）を、原則として、採用の日から７日以内に提出しなければ

ならない。 

一 厚生年金保険、国民年金その他公的年金の被保険者であった者については、年金手

帳の写し 

二 雇用保険の被保険者であった者については、雇用保険被保険者証 

三 職歴のある者については、当該職歴に係る収入を証明する書類（採用の日の属する

年のものに限る。） 

四 その他機構が必要と認める書類 

 

（労働条件の明示） 

第９条 機構は、職員との労働契約の締結に際して、勤務場所、従事する業務、勤務時間、

休日、給与その他の労働条件を明示する。 

 

（試用期間） 

第１０条 新たに採用された職員（国、地方公共団体又は独立行政法人等（以下「国等」

という。）との間の人事交流等により採用された職員、クロスアポイントメント採用職

員及び第１６条並びに令和５年附則第３項に規定する再雇用職員を除く。）の試用期間

は、採用の日から６月間（別に定める者にあっては、６月を越える期間。）とする。 

２ 職員は、試用期間中に、勤務実績がよくない場合その他職員として適格性を欠く場合

には、解雇される。この場合において、試用期間が１４日を超えた場合における当該解

雇は、第２３条第１項第３号の規定に準じて行われる。 

 

第２節 人事異動等 

（人事異動） 

第１１条 機構は、職員（第５条第１項第６号、第７号及び第９号の規定により採用され

た任期付職員（同条第７号及び９号の規定により採用された職員にあっては、その任期

が１年を超えない者に限る。以下「臨時的職員」という。）を除く。以下この節におい

て同じ。）に、その勤務場所又は職務の変更を命じることがある。 

 

（転籍） 



第１２条 機構は、職員（クロスアポイントメント採用職員を除く。以下この条において

同じ。）の同意を得て、職員に、国等への転籍（機構との労働契約を終了させて、国等

との間に引き続き労働契約関係を成立させることをいう。以下同じ。）を命じることが

ある。 

 

（雇用契約の期間の定めがない職員への転換） 

第１２条の２ 任期付職員のうち、機構との間で締結された２以上の期間の定めのある雇

用契約（平成２５年４月１日以後に開始したものであって、契約期間の始期の到来前の

ものを除く。以下この条において「有期雇用契約」という。）の契約期間を労働契約法

（平成１９年法律第１２８号）第１８条第２項の規定により通算した期間が、次の各号

に掲げる任期付職員の種類に応じ、当該各号に定める期間を超える者は、機構に対し、

現に締結している有期雇用契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の

翌日から労務が提供される期間の定めのない雇用契約の締結を別に定める無期労働契

約転換申込書により、申込みをしたときは、機構は当該申込みを承諾したものとみなし、

同日から雇用契約の期間の定めがない職員となるものとする。 

一 第５条第１項第３号、第４号及び第５号に規定する任期付職員並びに同項第６号か

ら第９号までに規定にする任期付職員のうち研究業務以外の業務に従事する者 ５

年 

二 第５条第１項第１号及び第２号に規定する任期付職員並びに同項第６号から第９

号までに規定にする任期付職員のうち研究業務に従事する者 １０年 

２ 第１項の規定により雇用契約の期間の定めがない職員となる場合は、国立研究開発法

人森林研究・整備機構非常勤職員就業規則（１３森林総研第３７号。以下「非常勤職員

就業規則」という。）第３条各号のいずれかの種類の非常勤職員となり、非常勤職員就

業規則の適用を受けるものとする。 

３ 第１項の規定により雇用契約の期間の定めがない職員となった場合の当該職員への労

働条件の明示は、非常勤職員就業規則第１０条の２第２項の規定により行うものとす

る。 

 

第３節 退職 

（退職） 

第１３条 職員（クロスアポイントメント採用職員を除く。）は、次の各号の一に該当す

るときは、退職する。 

一 次条の規定により辞職が承認された場合 

二 第１５条の規定により定年に達して退職した場合 

三 任期付職員又は再雇用職員の任期が満了した場合 

四 死亡した場合 

五 国等への転籍を命じられた場合 

六 第２０条第５項の規定に該当する場合 

 

（辞職） 

第１４条 辞職をしようとする職員は、少なくとも２週間前までに機構の承認を得なけれ



ばならない。 

 

（定年による退職） 

第１５条 職員（任期付職員を除く）は、定年に達したときは、定年に達した日以後にお

ける最初の３月３１日に退職する。 

２ 前項の定年は、年齢６５年とする。 

 

第４節 再雇用 

（定年前に退職した職員の再雇用） 

第１６条 年齢６０年に達した日（６０歳の誕生日の前日）以後、定年前に退職した職員

が短時間で引き続き勤務することを希望する場合は継続雇用する（以下「定年前再雇用

短時間勤務職員」という。）。 

２ 定年前再雇用短時間勤務職員の任期は、定年前再雇用の日から定年退職日相当日（常

勤職員の定年退職日）までとする。 

 

第５節 職員の意に反する人事上の措置 

（分限の種類） 

第１７条 機構は、本人の意に反して降任、休職又は解雇（以下、「分限」という。）を

することがある。分限の種類は、次に掲げるとおりとする。 

一 降任（職員を降格させること、又は職員を職制上の段階の下位に属する職に任命す

ることをいう。以下同じ。） 

二 休職（第３章の規定により在籍派遣される場合、停職（第９２条第２号に規定する

停職をいう。）にされる場合及び育児休業（第７４条第１項に規定する育児休業をい

う。）、介護休業（第７７条第１項に規定する介護休業をいう。）、自己啓発等休業

（第７８条第１項に規定する自己啓発等休業をいう。）をする場合、配偶者同行休業

（第７９条の２第１項に規定する配偶者同行休業をいう。）をする場合を除いて、職

員としての身分を保有したまま、職務に従事させないことをいう。以下同じ。） 

三 普通解雇（労働基準法第２０条第１項本文の規定に基づき、職員をその意に反して

解雇することをいう。以下同じ。） 

 

（身分保障） 

第１８条 職員は、職員就業規則、国立研究開発法人森林研究・整備機構職員の任免に関

する規程（１７森林総研第１５３８号。以下「職員任免規程」という。）及び国立研究

開発法人森林研究・整備機構職員の懲戒等に関する規程（１７森林総研第１５５５号。

以下「職員懲戒規程」という。」）に定める事由による場合でなければ、その意に反し

て、降任され、休職され、又は解雇されることはない。 

 

（降任） 

第１９条 機構は、職員（臨時的職員及び試用期間中の職員を除く。以下この条及び次条

において同じ。）が次の各号のいずれかに該当する場合においては、別に定めるところ

により、その意に反して、職員を降任にすることがある。 



一 人事評価（第８７条第１項に規定する人事評価をいう。）又は勤務の状況を示す事

実に照らして、勤務実績がよくない場合 

二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合 

三 その他その職に必要な適格性を欠く場合 

四 組織の改廃又は予算の減少により職が廃止される場合 

 

（管理監督職勤務上限年齢による降任） 

第１９条の２ 機構は、管理監督職（国立研究開発法人森林研究・整備機構職員給与規程

（１３森林総研第３１号。以下「職員給与規程」という。）第１２条に規定する職員（研

究職員俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が３級である者の役職を除く。）及び

指定職員俸給表の適用を受ける職員）で管理監督職勤務上限年齢に達している職員につ

いて、異動期間（当該管理監督職上限年齢に達した日の翌日から同日以後における最初

の４月１日までの間をいう。）に管理監督職以外の役職へ降任するものとする。ただし、

異動期間に他の役職への昇任、降任をした場合はこの限りではない。 

２ 前項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢６０年とする。 

３ 第１項の規定による他の役職への降任を行うに当たって機構が遵守すべき基準に関す

る事項その他の他の役職への降任に関し必要な事項は別に定める。 

 

（管理監督職への任命の制限） 

第１９条の３ 機構は、採用し、昇任し、降任しようとする管理監督職に係る管理監督職

勤務上限年齢に達している者を、その者が当該管理監督職を占めているものとした場合

における異動期間の末日の翌日（他の役職への降任をされた職員にあっては、当該他の

役職への降任をされた日）以後、当該管理監督職に採用し、昇任し、降任することがで

きない。 

 

（適用除外） 

第１９条の４ 前２条の規定は、臨時的職員その他任期を定めて雇用される職員には適用

しない。 

 

（管理監督職勤務上限年齢による管理監督職への任命の制限の特例） 

第１９条の５ 機構は、他の役職への降任をすべき管理監督職を占める職員について、次

に掲げる事由があると認めるときは、当該職員の管理監督職に係る異動期間の末日の翌

日から起算して１年を超えない期間内で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督

職を占める職員に、当該管理監督職を占めたまま勤務させることができる。 

一 当該職員の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該職員の他の役職への降任に

より業務の運営に著しい支障が生ずると認められるとき 

二 当該職員の職務の特殊性を勘案して、当該職員の他の役職への降任により、当該管

理監督職の欠員の補充が困難となることにより業務の運営に著しい支障が生ずると認

められるとき 

２ 機構は、前項の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員について、

前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、延長された当該異動期間の末日



の翌日から起算して１年を超えない期間内で延長された当該異動期間を更に延長する

ことができる。ただし、更に延長される当該異動期間の末日は、当該職員が占める管理

監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して３年を超えることができない。 

３ 前各項に定めるもののほか、これらの規定による異動期間（これらの規定により延長

された期間を含む。）の延長及び当該延長に係る職員の降任に関し必要な事項は別に定

める。 

 

（休職） 

第２０条 機構は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反し

て、職員を休職にすることがある。 

一 心身の故障のため、長期の療養を要する場合 

二 刑事事件に関し起訴された場合 

三 学校、他の研究機関、病院等（以下「学校等」という。）において、その職員の職

務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究若しくは指導に従事し、

又は国際事情の調査等の業務若しくは国際約束等に基づく国際的な貢献に資する業

務に従事する場合（次号に該当する場合を除く。） 

四 機構以外の者と共同して、又は機構の委託を受けて行う科学技術に関する研究に係

る業務であって、その職員の職務に関連があると認められるものに、当該共同して、

又は委託を受けて行う者からの要請を受けて学校等において従事する場合 

五 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合 

六 前各号に掲げる場合のほか、機構が必要と認める場合 

２ いかなる休職も、その事由が消滅したときは、当然に終了したものとし、職員は、速 

やかに復職しなければならない。 

３ 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。 

４ 休職者は、その休職の期間中、機構が別段の定めをしない限り、何等の給与を受けて

はならない。 

５ 休職者は、その休職の期間が更新される場合を除き、その休職の期間が満了する場合

において、なお休職の事由が消滅しないときは、休職期間の満了の日をもって当然退職

となる。 

 

（普通解雇） 

第２１条 機構は、職員が次の各号の一に該当する場合においては、労働基準法第１９条

第１項に規定する場合を除き、その意に反して、職員を普通解雇することがある。 

一 勤務実績が著しく不良で、改善の見込みがない場合 

二 心身の故障のため、職務の遂行に著しい支障があり、又はこれに堪えない場合 

三 前２号に掲げるもののほか、職員としての適格性を欠く場合 

四 組織の改廃又は予算の減少その他やむを得ない業務上の都合による場合 

五 第５条第１項第６号、７号及び第９号の規定により採用された職員について、当該

採用の事由がなくなった場合 

六 第９３条第１項各号に掲げる事由に該当する事実があると認めた場合 

七 次に掲げる公職に就任した場合 



ア 衆議院議員 

イ 参議院議員 

ウ 地方公共団体の長 

エ 地方公共団体の議会の議員 

オ 農業委員会の選挙による委員 

カ 海区漁業調整委員会の委員（選挙によることなく選任される委員を除く。） 

 

（解雇制限） 

第２２条 前条の規定にかかわらず、機構は、次の各号のいずれかに該当する期間は、解

雇（第９３条に定める懲戒解雇を含む。以下この節において同じ。）しない。ただし、

労働基準法第８１条の規定による打切補償を行う場合（第２号に該当する場合を除く。）

又は天災事変その他やむを得ない事由（労働基準監督署長の認定を受けたものに限る。）

のために事業の継続が不可能となった場合は、この限りでない。 

一 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後３０日間 

二 産前産後の女性職員が労働基準法第６５条の規定により休業する期間及びその後

３０日間 

 

（解雇予告） 

第２３条 機構は、職員を解雇しようとする場合には、次に掲げる場合を除き、少なくと

も３０日前に本人にその予告（以下「解雇予告」という。）をしなければならない。こ

の予告をしない場合は、３０日分以上の平均賃金（労働基準法第１２条に規定する平均

賃金をいう。以下同じ。）を支払わなければならない。 

一 天災事変その他やむを得ない事由（労働基準監督署長の認定を受けたものに限る。）

のために事業の継続が不可能となった場合 

二 職員の責めに帰すべき事由（労働基準監督署長の認定を受けたものに限る。）に基

づいて解雇する場合 

三 試用期間中の職員（１４日を超えて引き続き雇用された者を除く。）を解雇する場

合 

２ 前項の解雇予告の日数は、平均賃金を支払った日数について短縮することができる。 

 

第６節 雑則 

（その他の事項） 

第２４条 この章に定めるもののほか、職員の人事に関し必要な事項は、職員任免規程で

これを定める。 

 

第３章 職員の在籍派遣 

 

（国際機関等及び民間企業への在籍派遣） 

第２５条 機構は、条約その他の国際約束若しくはこれに準ずるものに基づき、又は国が

加盟している国際機関、外国政府の機関若しくはこれらに準ずる機関で別に定める機関

の要請若しくはこれらの機関からの要請を受けた国からの要請に応じ、これらの機関の



業務に従事させるため、職員の同意を得て、職員としての身分を保有させたまま、職員

をこれらの機関に派遣することがある。 

２ 機構は、職員の同意を得て、職員としての身分を保有させたまま、職員を民間企業そ

の他機構が必要と認める機関に派遣することがある。 

３ 職員の在籍派遣の実施に関し必要な事項は、国立研究開発法人森林研究・整備機構職

員の在籍派遣実施規程（１７森林総研第１５４１号）でこれを定める。 

 

（在籍型出向） 

第２６条 機構は、職員の同意を得て、機構と他機関との間において締結する協定に基づ

き、機構との雇用関係を継続させたまま当該他機関とも労働契約を締結することによ

り、その期間中は双方の業務に従事すること（以下「クロスアポイントメント勤務」と

いう。）をさせるため、当該他機関に出向させることがある。 

２ クロスアポイントメント勤務をする職員の就業については、原則として、機構におい

て就業する場合にあっては機構の就業規則が、他機関において勤務する場合にあっては

当該他機関の就業規則が適用されるものとする。ただし、機構と当該他機関との間にお

いて締結する協定が、就業規則又は他の規程等の規定に矛盾し、又は抵触する場合は、

機構、当該他機関及び当該職員の三者が合意の上で決定するものとする。 

３ 前２項に定めるもののほか、クロスアポイントメント勤務の取扱いに関し必要な事項

については、機構と他機関との間で締結する協定及び国立研究開発法人森林研究・整備

機構クロスアポイントメントに関する規程（２８森林総研第１９７１号）（以下、「ク

ロスアポイントメントに関する規程」という。）でこれを定める。 

 

第２７条 （削除） 

 

第４章 服務規律等 

 

第１節 服務 

（服務の根本基準） 

第２８条 職員は、国立研究開発法人森林研究・整備機構法（平成１１年法律第１９８号）

第３条の目的達成及び公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全

力を挙げてこれに専念しなければならない。 

 

（職員の職務の範囲） 

第２９条 職員は、法令、規則及びその他機構が定める規程等による職務を担当する以外

の義務を負わない。 

 

（法令等及び上司の命令に従う義務） 

第３０条 職員は、その職務を遂行するに当たっては、法令並びにこの規則及び機構が定

める規程等に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。 

 

（信用失墜行為の禁止） 



第３１条 職員は、機構の信用を傷つけ、又は機構の不名誉となるような行為をしてはな

らない。 

 

（秘密を守る義務） 

第３２条 職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた

後も同様とする。 

２ 職員が、法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表するに

は、機構の許可を要する。その職を退いた後も同様とする。 

 

（職務に専念する義務） 

第３３条 職員は、この規則又は機構が定める規程等に定める場合を除いては、その勤務

時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、機構がなすべき責を有

する職務にのみ従事しなければならない。 

 

（政治活動及び宗教活動の禁止） 

第３４条 職員は、機構の許可を得た場合を除き、機構内において、いかなる政治活動及

び宗教活動も行ってはならない。 

 

（兼業） 

第３５条 職員は、兼業（第３５条の２に規定する職以外の職を兼ね、若しくは事務を行

い、又は自ら営利企業（商業、工業、金融業その他営利を目的とする私企業をいう。以

下同じ。）を営むことをいう。）をする場合には、機構の承認を要する。 

２ 前項の承認を受けようとする職員は、国立研究開発法人森林研究・整備機構職員の兼

業取扱規程（１７森林総研第１５４２号）に定めるところにより、機構の承認を受けな

ければならない。 

 

（職務として行うことができる国又は地方公共団体の委員の業務） 

第３５条の２ 職員は、国又は地方公共団体が設置する審議会、委員会等の委員その他こ

れに類する職（以下「国の委員等」という。）であって、別に定める基準をすべて満た

すと機構が認めたものに就任する場合には、当該国の委員等の業務を職務として行うこ

とができる。 

 

第２節 規律 

（出勤等） 

第３６条 職員は、勤務日（第５０条に規定する休日以外の日をいい、第６１条に基づく

勤務を命じた場合を含む。以下同じ。）に通常の勤務場所に出勤しなければならない。 

  ただし、別に定める場合には、この限りでない。 

２ 職員は、始業時刻までに出勤したとき（第５３条の規定による勤務を行う職員にあっ

ては、出勤したとき）は、これを証するため、所定の出勤簿に押印又は就業管理システ

ムにより打刻しなければならない。 

 



（遅参、早退及び欠勤等） 

第３７条 職員は、勤務日において、病気その他やむを得ない事由のため始業時刻に遅れ

て出勤する場合、一時職務を離れる場合、終業時刻前に退所する場合又は１日の勤務時

間の全部を勤務しない場合（第５３条の規定による勤務を行う職員にあっては、勤務日

において、勤務しない場合）には、あらかじめ所定の手続により機構にその旨を届け出

なければならない。ただし、やむを得ない事由のため、あらかじめ届け出ることができ

ないときは、事後において遅滞なく、所定の手続により機構に届け出なければならない。 

２ 前項に規定する場合において、当該勤務しなかった時間（第５３条の規定による勤務

を行う職員にあっては、当該勤務しなかった日）については、第６章第４節に規定する

休暇による場合、職務専念義務（第３３条の規定により職員が負っている勤務時間及び

職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、機構がなすべき責を有する職務

にのみ従事する義務をいう。以下同じ。）が免除されている場合その他その勤務しない

ことにつき特に機構の承認があった場合を除き、欠勤とする。 

 

第３節 倫理の保持等 

（職務に係る倫理の保持） 

第３８条 職員は、機構に対する社会の信頼を確保するため、職務に係る倫理の保持等に

努めなければならない。 

２ 前項に定めるもののほか、倫理の保持等に関し必要な事項は、国立研究開発法人森林

研究・整備機構職員倫理規程（１７森林総研第１５４３号）でこれを定める。 

 

第４節 ハラスメントの防止 

（ハラスメントの防止） 

第３９条 職員は、セクシュアル・ハラスメント（他の者を不快にさせる職場における性

的な言動及び職員が他の職員（非常勤職員を含む。）を不快にさせる職場外における性

的な言動をいう。以下、同じ。）をしないように注意し、防止するよう努めなければな

らない。 

２ 職員は、パワーハラスメント（職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景

に、業務の適正な範囲を越えて、精神的、身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させ

る行為をいう。以下同じ。）をしてはならない。 

３ 職員は、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント（妊娠若しくは出産したこ

と、又は育児若しくは介護のための制度を利用したこと等に関して、上司又は同僚が就

業環境を害する言動を行うことを言う。以下、同じ。）をしないように注意し、及び防

止するよう努めなければならない。 

４ 前３項に定めるもののほか、セクシュアル・ハラスメントその他のハラスメントの防

止等に関し必要な事項は、国立研究開発法人森林研究・整備機構におけるセクシュアル・

ハラスメント及びパワーハラスメントの防止等に関する規程（１３森林総研第１２５

号）及び国立研究開発法人森林研究・整備機構における妊娠、出産、育児又は介護に関

するハラスメントの防止規程（２８森林総研第１２３１号）でこれを定める。 

 

第５章 組合活動 



 

（組合のための職員の行為の制限） 

第４０条 職員は、職員が結成する労働組合（以下「組合」という。）の業務に専ら従事

することができない。ただし、機構の許可を受けて、組合の役員として専ら従事する場

合は、この限りではない。 

 

（専従許可の期間及び期限） 

第４１条 前条ただし書の許可（以下「専従許可」という。）は、機構が相当と認める場

合に与えるものとする。 

２ 機構は、専従許可を与える場合には、その許可の有効期間を定める。専従許可を受け

て組合の役員として当該組合の業務に専ら従事することができる期間は、職員としての

在職期間を通じて７年を超えることができない。 

 

（専従許可の取消し） 

第４２条 専従許可は、当該許可を受けた職員が組合の役員として当該組合の業務に専ら

従事する者でなくなったときは、取り消される。 

 

（専従許可手続） 

第４２条の２ 前３条に定めるもののほか専従許可の手続きに関し必要な事項は、職員任

免規程でこれを定める。 

 

（専従許可の効果） 

第４３条 専従許可を受けた職員は、その許可の有効期間中は、休職者とし、いかなる給

与も支給されない。 

 

（復職） 

第４４条 専従許可を受けた職員は、当該許可の有効期間が満了したとき、又は第４２条

の規定により当該許可が取り消されたときにおいては、当然復職するものとする。 

 

（短期従事による組合活動） 

第４４条の２ 職員は、あらかじめ、機構の許可を受けたときは、組合の役員又は組合の

規約に基づいて設置される議決機関、投票管理機関若しくは諮問機関の構成員として勤

務時間中に組合の業務に従事すること（以下「短期従事」という。）ができる。 

 

（短期従事の許可基準等） 

第４４条の３ 前条に規定する許可は、職員から短期従事に係る申請があった場合におい

て、機構が業務に支障がないと認めるときにその有効期間を定めて与える。 

２ 前項の有効期間の単位は１時間又は１日（第５３条の規定による勤務を行う職員にあ

っては、１日）とする。 

３ 短期従事の許可を受けた職員は、当該許可を取り消す必要があるとき、又は当該許可

に係る有効期間を変更する必要があるときは、あらかじめ、機構の許可を受けなければ



ならない。 

４ 前３項に定めるもののほか、短期従事の許可の手続きに関し必要な事項は、職員任免

規程でこれを定める。 

 

（短期従事の効果） 

第４４条の４ 短期従事の許可を受けた職員は、当該許可に係る有効期間中は職務に従事

することができない。 

２ 機構は、職員が短期従事の許可を受けて勤務しなかった場合には、その勤務しなかっ

た期間について職員給与規程で定めるところにより減額して給与を支給する。 

 

（勤務時間中の組合活動） 

第４５条 職員は、専従許可又は短期従事の許可を受けて組合の業務に従事する場合を除

き、勤務時間中に組合のためその業務を行い、又は活動してはならない。ただし、次の

各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。 

一 団体交渉を行うことについて、あらかじめ機構の承認を得た場合 

二 苦情処理を行うことについて、あらかじめ機構の承認を得た場合 

三 あらかじめ休暇の承認を得た場合 

四 職務専念義務が免除されている期間中に行う場合 

２ 職員は、正当な理由がなく組合のためその業務を行い、又は活動することによって、

他の職員の職務の遂行を妨げ、又は機構の業務の正常な運営を阻害してはならない。 

 

第６章 勤務時間、休憩時間、休日、休暇等 

 

第１節 通常の勤務時間等 

（１週間の勤務時間及び１日の勤務時間） 

第４６条 職員の勤務時間は、１週間当たり３８時間４５分とする。ただし、第７５条第

１項に規定する育児短時間勤務をしている職員（以下、「育児短時間勤務職員」という。）

については、当該育児短時間勤務の内容に従い、また、再雇用短時間勤務職員にあって

は、１週間当たり２３時間１５分（週３日勤務）を原則とし、真にやむを得ない特別な

事情があると認められる場合には、１週間当たり１５時間３０分（週２日勤務）又は３

１時間勤務（週４日勤務）とすることができる。 

２ 職員の勤務日１日当たりの勤務時間は、７時間４５分とする。ただし、育児短時間勤

務職員については、１日につき７時間４５分を超えない範囲内で、機構が定める時間と

する。 

３ 第１項に定める週の起算日は、土曜日とする。 

 

第４７条 （削除） 

 

（始業時刻及び終業時刻） 

第４８条 職員の勤務形態は、次の基本型、早出型及び遅出型の３形態とし、それぞれの

始業時刻及び終業時刻は次表のとおりとする。 



  ただし、育児短時間勤務職員については、当該育児短時間勤務の内容に従った始業時 

刻及び終業時刻とする。 

 

勤務形態 始業時刻 終業時刻 

基本型 午前８時３０分 午後５時１５分 

早出型 午前８時００分 午後４時４５分 

遅出型 午前９時００分 午後５時４５分 

 

２ 職員の勤務時間は、基本型を基本とし、早出型及び遅出型を選択できる職員は、遠距

離通勤者、利用する交通機関が不便な者、行政機関への対応及び社会活動などのために、

それを選択することに合理的な事由がある場合に限るものとする。なお、整備センター、

関東整備局及び森林保険センターに勤務する職員の勤務時間は、遅出型とする。 

３ （削除） 

４ 機構は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域的若しくは季節的事情により必要と 

 認めたときは、前２項に定める始業時刻及び終業時刻を変更することがある。 

 

（休憩時間） 

第４９条 職員の休憩時間は、午後０時から午後１時までの１時間とする。 

  ただし、育児短時間勤務職員については、休憩時間の特例を設けることができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、あらかじめ勤務管理者の承認を得た職員は、休憩時間を午

後０時から午後０時４５分までの４５分とすることができる。この際、第４８条第１項

の終業時刻は、１５分繰り上げるものとする。ただし、休憩時間を短縮した職員の１日

の勤務時間（第５５条及び第５６条に規定する勤務を含む。）が７時間４５分を超える

こととなる場合には、あらかじめ定めた休憩時間のほかに１５分間の休憩時間を別に設

けるものとする。 

３ 機構は、業務等のため必要があると認めるときは、前２項の規定にかかわらず、労働

基準法第３４条第２項ただし書きに定めるところにより、休憩時間の時刻を変更するこ

とがある。 

４ 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。 

 

（休日） 

第５０条 職員の休日は、次に掲げる日とする。 

一 土曜日及び日曜日 

二 祝日法による休日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定

する休日をいう。以下同じ。）の日（前号に該当する日は除く。） 

三 年末年始の休日（１２月２９日から翌年の１月３日までの日（祝日法による休日を

除く。）以下同じ。） 

四 その他機構が指定する日 

２ 第１項に規定する休日のうち、労働基準法第３５条に規定する休日は、日曜日とする。 

 



（通常の勤務場所を離れて勤務する職員の勤務時間） 

第５１条 機構は、職員が、勤務時間が割り振られた日に通常の勤務場所を離れて勤務し

た場合において、その勤務時間が算定し難いときは、通常の勤務時間を勤務したものと

みなす。 

 

第２節 特別の形態による勤務等 

（フレックスタイム制勤務） 

第５２条 研究業務に従事する職員（別に定める職員に限る。）は、機構が業務の能率の

向上に資すると認める場合には、第４６条、第４８条第１項並びに同条第２項及び第５

０条第２項の規定にかかわらず、フレックスタイム制勤務（その始業時刻及び終業時刻

を変更して、その職務に従事することをいう。）をすることができる。 

２ 前項に定めるもののほか、前項の規定により勤務する職員の勤務時間の取扱い等に関

し必要な事項は、別に定める。 

 

（研究職員の裁量勤務） 

第５３条 研究業務に従事する職員（別に定める職員に限る）は、機構が当該職員の職務

の性質上時間配分の決定その他の職務遂行の方法を当該職員の裁量に委ねることが当

該職員の研究業務の能率的な遂行のために必要と認められる場合には、裁量勤務（この

規則による勤務時間を割振られないで、その職務に従事することをいう。）をすること

ができる。 

 

（早出遅出勤務） 

第５４条 機構は、職員が次の各号のいずれかに該当するものとして請求した場合には、

業務の運営に支障があると認める場合を除き、別に定めるところにより、当該職員に当

該請求に係る早出遅出勤務（１日の勤務時間数はそのままに、始業時刻及び終業時刻を、

職員があらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割り振りによる勤務をい

う。）をさせる。 

一 中学校就学の始期に達するまでの子（民法（明治２９年法律第８９号）第８１７条

の２第１項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁

組の成立について家庭裁判所に請求した者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に

係属している場合に限る。）であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法（昭

和２２年法律第１６４号）第２７条第１項第３号の規定により同法第６条の４第２号

に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者

として別に定める者を含む。次号を除き、以下同じ。）のある職員で当該子の親であ

るものが、当該子を養育するため必要である場合 

二 要介護者（配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。

以下同じ。）、父母、子、配偶者の父母その他別に定める者で負傷、疾病、老齢又は

身体上若しくは精神上の障害により２週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに

支障がある者をいう。以下同じ。）のある職員が当該要介護者を介護するため必要で

ある場合 

三 職員が修学等（別に定めるものに限る。）のため必要である場合 



四 職員が不妊治療に係る通院等のため必要である場合 

五 職員が業務の都合、通勤実態の改善、家庭の事情等のため請求した場合において機

構が認めたとき 

 

第３節 時間外勤務及び休日の振替等 

（時間外勤務） 

第５５条 機構は、業務上臨時又は緊急の必要がある場合には、労働基準法第３６条の規

定に基づき、職員に、正規の勤務時間（第４６条の規定によりその職員に割り振られた

勤務時間又は第５２条の規定により職員が申告した勤務時間（第６１条の規定により勤

務を命じた時間を含む。）をいう。以下同じ。）以外の時間における勤務（以下「時間

外勤務」という。）を命じることがある。 

  ただし、育児短時間勤務職員に時間外勤務を命ずる場合にあっては、業務上、臨時又

は緊急の必要がある場合において、当該育児短時間勤務職員に時間外勤務を命じなけれ

ば業務の運営に著しい支障が生ずると認められるときに限るものとする。 

 

（災害等による緊急の時間外勤務） 

第５６条 機構は、災害その他避けることのできない事由のため緊急の必要がある場合に

は、労働基準法第３３条第１項の規定に基づき、職員に時間外勤務を命じることがある。 

 

第５７条 （削除） 

 

（妊産婦である職員の深夜勤務等の制限） 

第５８条 機構は、妊娠中の職員及び産後１年を経過しない職員（以下「妊産婦である職

員」という。）が請求した場合には、深夜（午後１０時から翌日の午前５時までの間を

いう。以下同じ。）における勤務（以下「深夜勤務」という。）又は時間外勤務をさせ

ない。 

 

（育児を行う職員の深夜勤務等の制限） 

第５９条 機構は、中学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育するた

めに請求した場合には、業務の運営に支障がある場合を除き、深夜勤務をさせない。 

２ 機構は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育するために請

求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著し

く困難である場合を除き、時間外勤務（第５６条に規定する時間外勤務を除く。次項並

びに次条第２項及び第３項において同じ。）をさせない。 

３ 機構は、中学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育するために請

求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著し

く困難である場合を除き育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に

関する法律（平成３年法律第７６号。以下「育児休業・介護休業法」という。）第１７

条第１項に定める制限時間を超えて時間外勤務をさせない。 

 

（介護を行う職員の深夜勤務等の制限） 



第６０条 機構は、要介護者のある職員が当該要介護者を介護するために請求した場合に

は、業務の運営に支障がある場合を除き、深夜勤務をさせない。 

２ 機構は、要介護者のある職員が当該要介護者を介護するために請求した場合には、当

該請求した職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を

除き、時間外勤務をさせない。 

３ 機構は、要介護者のある職員が当該要介護者を介護するために請求した場合には、当

該請求した職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を

除き、育児休業・介護休業法第１８条第１項の規定により読み替えて適用する同法第１

７条第１項に定める制限時間を超えて時間外勤務をさせない。 

 

（休日の振替等） 

第６１条 機構は、職員に休日に勤務することを命じた場合には、当該休日を当該休日の

属する週内にある勤務日と振り替えることがある。 

２ 職員は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日から起算して８週間以内の

勤務日を、代休とするよう努めなければならない。 

一 休日に勤務することを命じられ、勤務した場合において、前項の規定による休日と

勤務日との振替が困難であるとき 当該勤務を命じられた休日 

二 前項の規定により振り替えて休日とされた日に勤務することを命じられ、勤務した  

場合 同項に規定する最初に勤務を命じられた休日 

３ 職員は、休日に時間単位で勤務することを命じられ、勤務した場合には、当該勤務を

命じられた休日から起算して８週間以内の勤務日の勤務時間を、４時間単位で代休とす

るよう努めなければならない。 

４ 機構は、第２項の代休とした日及び前項の代休とした時間に係る給与は、支給しない。 

 

第４節 休暇 

（休暇の種類） 

第６２条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇とする。 

 

（年次有給休暇） 

第６３条 職員（再雇用短時間勤務職員を除く。以下この項及び第３項において同じ。）

の年次有給休暇は、一の年ごとの休暇とし、その日数は、一の年において２０日（育児

短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し２０日を超えない範囲内で別

に定める日数）とする。ただし、当該年の中途において新たに職員となった者（第３項

に定める者を除く。）については、別表第１の左欄の在職期間に応じ、それぞれ同表の

右欄に定める日数（育児短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し２０

日を超えない範囲内で別に定める日数）とする。 

２ 再雇用短時間勤務職員の年次有給休暇は、その者の勤務時間等を考慮し２０日を超え

ない範囲内で別に定める日数とする。 

３ 国家公務員、地方公務員、沖縄振興開発金融公庫その他その業務が機構の業務と密接

な関連を有する法人のうち別に定めるものに使用される者（常時勤務に服することを要

しない者を除く。以下「国家公務員等」という。）が引き続き職員となった場合又は別



に定める場合におけるその者の年次有給休暇の日数は、次の各号に掲げる職員の区分に

応じ、当該各号に定める日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休

暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数とする。 

一 次号に掲げる職員以外の職員 ２０日に当該年の前年における年次有給休暇に相

当する休暇又は年次有給休暇の残日数（当該日数が２０日を超える場合にあっては、

２０日）を加えた日数 

二 当該年の中途において新たに国家公務員等となり引き続き職員となった者 国家

公務員等となった日において職員となったものとみなして第１項ただし書の規定を

適用した場合に得られる日数 

４ 年次有給休暇（この項の規定により繰り越されたもの及び前項第１号の規定により２

０日に加えた日数を除く。）は、２０日（育児短時間勤務職員にあっては、当該育児短

時間勤務の期間の初日の属する年の翌年（当該開始した日が年の初日である場合にあっ

ては、当該年）においては２０日、それ以外の年においては第１項の規定による日数）

を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。 

５ 年次有給休暇を取得しようとする職員は、あらかじめ、機構に請求しなければならな

い。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場

合には、事後において請求することができる。 

６ 機構は、前項の規定により職員から請求があった場合には、これを与える。ただし、

機構は、業務の正常な運営に支障があると認める場合においては、他の時季にこれを与

えることができる。 

７ 第１項から第３項の規定により付与された日数が１０日以上の職員（別に定める職員

を除く。）に対しては、前項の規定にかかわらず、年次有給休暇を付与された日から１

年以内に、当該職員の有する年次有給休暇日数のうち５日について、機構が職員の意見

を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させることとする。

ただし、職員が前項又は第３項の場合における当機構の職員となる日の前日までに年次

有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を５日から控除するものとす

る。なお、当該年の中途において新たに職員となった者のうち、１０日以上年次有給休

暇を付与された場合にあっては、当該年の付与日から翌年の１２月３１日までの期間を

通算し、期間に応じて比例按分して得た日数について時季を指定して年次有給休暇を取

得させるものとする。この場合、当該取得した年次有給休暇日数分を比例按分して得た

日数（算出して得た日数を超える場合は算出して得た日数とする。）から控除するもの

とする。 

 

（病気休暇） 

第６４条 職員は、負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむ

を得ないと機構が認める場合には、病気休暇を取得することができる。 

２ 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小

限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇の期間は、次

に掲げる場合における病気休暇を使用した日その他の機構が定める日を除いて連続し

て９０日を超えることはできない。 

一 生理日の就業が著しく困難な場合 



二 業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にか

かった場合 

三 第８２条第２項の規定により勤務時間の短縮の措置（機構が定める方法によるもの

に限る。）を受けた場合 

３ 病気休暇の取得の承認を受けようとする職員は、あらかじめ、機構に請求しなけなけ

ればならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求でき

なかった場合には、事後において承認を求めることができる。 

４ 機構は、前項の規定により職員から請求があった場合において、第１項に掲げる場合

に該当すると認めるときは、これを承認する。ただし、機構は、業務の運営に支障があ

り、他の時季においても当該休暇の目的を達することができると認める場合において

は、他の時季にこれを与えることができる。 

５ 職員は、機構から医師の診断書等の証明書類の提出を求められたときは、これを提出

しなければならない。 

 

（生理日の就業が著しく困難な場合） 

第６５条 機構は、生理日の就業が著しく困難な女性職員が休暇を請求した場合には、そ

の者を生理日に勤務させない。 

２ 前項の休暇は、病気休暇とし、その取得の手続等については前条第２項から第４項ま

での規定（第４項ただし書を除く。）を準用する。 

 

（特別休暇） 

第６６条 職員は、別表第２の左欄の項目に該当する特別の事由により、勤務しないこと

が相当であると機構が認める場合には、それぞれ同表の右欄に定める期間の特別休暇を

取得することができる。 

２ 特別休暇（別表第２の第６号、第７号、１１号及び１２号の特別休暇を除く。第５項

において同じ。）の取得の承認を受けようとする職員は、あらかじめ、機構に請求しな

ければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求で

きなかった場合には、事後において承認を求めることができる。 

３ 別表第２の第６号、第１１号及び第１２号の申出は、あらかじめ、機構に対し行わな

ければならない。 

４ 別表第２の第７号に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を速やか

に機構に届け出るものとする。 

５ 機構は、特別休暇の請求について、第１項に掲げる場合に該当すると認めるときは、

これを承認する。ただし、機構は、業務の運営に支障があり、他の時季においても当該

休暇の目的を達することができると認める場合においては、他の時季にこれを与えるこ

とができる。 

６ 職員は、機構からその事由を確認する必要があると認めて証明書類の提出を求められ

たときは、これを提出しなければならない。 

 

第５節 職務専念義務の免除等 

（妊産婦である職員の保健指導及び健康診査） 



第６７条 機構は、妊産婦である職員が母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）第１０

条に規定する保健指導又は同法第１３条に規定する健康診査を受けるため請求した場

合には、職務専念義務を免除する。 

２ 前項の規定により職務専念義務を免除する時間は、妊娠満２３週までは４週間に１回、

妊娠満２４週から満３５週までは２週間に１回、妊娠満３６週から出産までは１週間に

１回、産後１年まではその間に１回（医師等の特別の指示があった場合には、いずれの

期間についても指示された回数）について、１回につき１日の正規の勤務時間の範囲内

で必要と認められる時間とする。 

３ 第１項の規定により職務専念義務の免除を受けようとする職員は、機構の承認を受け

なければならない。 

 

（妊産婦である職員の業務軽減等） 

第６８条 機構は、妊産婦である職員が請求した場合には、その者の業務を軽減し、又は

他の軽易な業務に就かせる。 

２ 機構は、妊娠中の職員が請求した場合において、その者の業務が母体又は胎児の健康

保持に影響があると認めるときは、その職員が適宜休息し、又は補食するために必要な

時間について、職務専念義務を免除する。 

３ 前項の規定により職務専念義務の免除を受けようとする職員は、機構の承認を受けな

ければならない。 

 

（妊娠中の職員の通勤緩和） 

第６９条 機構は、妊娠中の職員が請求した場合において、その者が通勤に利用する交通

機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは、職務専念義

務を免除する。 

２ 前項の規定により職務専念義務を免除する時間は、正規の勤務時間の始め又は終わり

において、１日を通じて１時間を超えない時間とする。 

３ 第１項の規定により職務専念義務の免除を受けようとする職員は、機構の承認を受け

なければならない。 

 

（職員の健康保持増進のための総合的な健康診査） 

第７０条 機構は、総合的な健康診査（国家公務員共済組合が計画し、実施するものに限

る。）を受けるため、職員が請求した場合には、職務専念義務を免除することができる。 

２ 前項の規定により職務専念義務を免除する期間は、原則として、１日の範囲内で機構

が必要と認める時間とする。 

 

（特定保健指導） 

第７０条の２ 機構は、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和五十七年法律第八十号）

第十八条第一項に規定する特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある

職員が同法第二十四条の規定による特定保健指導を受けるため、職員が請求した場合に

は、職務専念義務を免除することができる。 

２ 前項の規定により職務専念義務を免除する期間は、原則として、１日の範囲内で機構



が必要と認める時間とする。 

 

（就業禁止に伴う職務専念義務の免除） 

第７１条 機構は、第８２条第２項の規定により健康診断に基づく療養等の措置の実施の

ため職員の就業を禁止し、又は第８３条の規定により職員の就業を禁止する場合におい

て、当該就業を禁止する期間については職務専念義務を免除する。 

 

（職務専念義務免除に関する雑則） 

第７２条 機構は第６７条から前条までの規定に定めるもののほか、法令又は他の規程等

の定めに基づき、職務専念義務を免除することがある。 

 

第６節 雑則 

（その他の事項） 

第７３条 この章に定めるもののほか、職員の勤務時間、休憩、休日、休暇等に関し必要

な事項は、国立研究開発法人森林研究・整備機構職員の勤務時間、休憩、休日、休暇等

に関する規程（１３森林総研第１０８号）でこれを定める。 

 

第７章 育児休業等 

 

（育児休業） 

第７４条 職員は、当該職員の３歳に満たない子を養育するための休業（以下「育児休業」

という。）をすることができる。ただし、当該子について、既に２回の育児休業（次に

掲げる育児休業を除く。）をしたことがあるときは、別に定める特別の事情がある場合

を除き、この限りでない。 

 一 子の出生の日から起算して８週間を経過する日の翌日まで（出産予定日前に当該子

が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算して８週間を経

過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予

定日から当該出生の日から起算して８週間を経過する日の翌日までとする。）の期間内

に、職員（当該期間内に別表第２の第７号に掲げる場合における休暇により勤務しない

職員を除く。）が当該子についてする育児休業（次号に掲げる育児休業を除く。）のう

ち最初のもの及び２回目のもの 

二 任期付職員がその任期が満了する日を育児休業の期間の末日としてする育児休業

（当該任期付職員が、その任期を更新され、又はその任期の満了後引き続いて採用され

ることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期が満了する日の翌日

又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をする場合に限る。） 

２ 臨時的職員は、前項の規定にかかわらず、育児休業をすることができない。 

３ 育児休業の承認を受けようとする職員は、あらかじめ、機構に申出なければならない。 

４ 育児休業をしている職員は、職員としての身分を保有するが、育児休業をしている期

間は職務に従事しない。 

５ 機構は、別に定める場合を除き、職員が育児休業をしている期間については、給与は

支給しない。 



 

（育児短時間勤務） 

第７５条 職員は、当該職員の小学校就学の始期に達するまで（満６歳に達する以後最初

の３月３１日まで。以下同じ。）の子を養育するため、職員としての職を占めたまま、

次の各号に掲げるいずれかの勤務形態により、当該職員が希望する日及び時間帯におい

て勤務すること（以下、「育児短時間勤務」という。）ができる。 

  ただし、当該子について、既に育児短時間勤務をしたことがある場合において、当該

子に係る育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して１年を経過しないときは、別に

定める特別の事情がある場合を除き、この限りでない。 

一 休日以外の日において、１日につき３時間５５分勤務すること。 

二 休日以外の日において、１日につき４時間５５分勤務すること。 

三 休日以外の日における３日間のうち、１日７時間４５分勤務すること。 

四 休日以外の日における３日間のうち、２日については１日につき７時間４５分、１

日については３時間５５分勤務すること。 

五 第５２条によるフレックスタイム制勤務職員において、４週間毎の期間につき一週

間当たりの勤務時間が１９時間２５分、１９時間３５分、２３時間１５分又は２４時

間３５分となるように、かつ、１日につき午前７時から午後１０時までの間において

２時間以上勤務すること。 

２ 臨時的職員は、前項の規定にかかわらず、育児短時間勤務をすることができない。 

３ 育児短時間勤務の承認を受けようとする職員は、育児短時間勤務をしようとする期間

（１月以上１年以下の期間に限る。）の初日及び末日並びにその勤務の形態における勤

務の日及び時間帯を明らかにして、あらかじめ、機構に申出なければならない。 

４ 育児短時間勤務をしている職員は、当該育児短時間勤務の期間を延長することができ

る。この場合、第３項に準じ、あらかじめ、機構に申出なければならない。 

５ 機構は、職員が育児短時間勤務をしている期間については、別に定めるところにより

調整して給与を支給する。 

 

（育児時間） 

第７５条の２ 職員は、職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、１日

の勤務時間の全部又は一部について勤務しないことができる（以下、「育児時間」とい

う。）。 

２ 育児短時間勤務をしている職員は、前項の規定にかかわらず、育児時間をすることが

できない。 

３ 育児時間の承認を受けようとする職員は、毎年４月１日から３月３１日までの期間ご

とに、あらかじめ、次の各号に掲げる範囲内のうちいずれの範囲内で当該期間における

育児時間をするかを機構に申出なければならない。 

 一 １日につき２時間を超えない範囲内 

二 １年につき７７時間３０分を超えない範囲内 

４ 育児時間の申出をした職員は、別に定める特別の事情がある場合に限り、当該申出の

内容を変更することができる。 

５ 機構は、職員が育児時間により勤務しない場合には、その勤務しない１時間につき、



別に定める勤務１時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。 

 

（その他の事項） 

第７６条 この章に定めるもののほか、職員の育児休業、育児短時間勤務及び育児時間に

関し必要な事項は、国立研究開発法人森林研究・整備機構職員の育児休業等に関する規

程（１７森林総研第１５５０号）でこれを定める。 

 

第８章 介護休業等 

 

（介護休業） 

第７７条 職員は、第５４条第２号に定める要介護者の介護をするための休業（以下「介

護休業」という。）をすることができる。 

２ 介護休業ができる期間は、要介護者の各々が前項に規定する介護を必要とする一の継

続する状態ごとに、５回を超えず、かつ、通算して６月を超えない範囲内の期間とする。 

３ 介護休業の承認を受けようとする職員は、あらかじめ、機構に申出なければならない。 

４ 介護休業をしている職員は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。 

５ 機構は、別に定める場合を除き、職員が介護休業をしている期間については、給与は 

支給しない。 

 

（介護部分休業） 

第７７条の２ 職員は、職員の要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を

必要とする一の継続する状態ごとに、連続する３年の期間（当該要介護者に係る介護休

業をしている期間と重複する期間を除く。）内において１日の勤務時間の一部について

勤務しないことができる（以下「介護部分休業」という。）。 

２ 前条第２項から第３項までの規定は、職員が介護部分休業をする場合の取扱いについ

て準用する。この場合において、同項中「介護休業」とあるのは「介護部分休業」と読

み替えるものとする。 

３ 機構は、職員が介護部分休業により勤務しない場合には、その勤務しない１時間につ

き、別に定める勤務１時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。 

 

（その他の事項） 

第７７条の３ この章に定めるもののほか、職員の介護休業及び介護部分休業に関し必要

な事項は、国立研究開発法人森林研究・整備機構職員の介護休業等に関する規程（１７

森林総研第１５５１号）でこれを定める。 

 

第９章 自己啓発等休業 

 

（自己啓発等休業） 

第７８条 職員は、機構が業務の運営に支障がないと認めて承認したときは、当該職員の

自発的な大学等における修学又は国際貢献活動のための休業（以下「自己啓発等休業」

という。）をすることができる。 



２ 自己啓発等休業をすることができる期間は、大学等における修学のための休業にあっ

ては２年（別に定める場合にあっては３年）、国際貢献活動のための休業にあっては３

年を超えない範囲内の期間とする。 

３ 次に掲げる職員は、第１項の規定にかかわらず、自己啓発休業等をすることができな

い。 

一 任期付職員 

二 任期の定めのない職員としての在職期間が２年未満の職員 

４ 自己啓発等休業の承認を受けようとする職員は、当該自己啓発等休業をしようとする

期間の初日及び末日並びに当該期間中の大学等における修学又は国際貢献活動の内容

を明らかにして、あらかじめ、機構に申出なければならない。 

５ 自己啓発等休業をしている職員は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しな

い。 

６ 機構は、職員が自己啓発等休業をしている期間については、給与は支給しない。 

 

（その他の事項） 

第７９条 前条に定めるもののほか、職員の自己啓発等休業に関し必要な事項は、国立研

究開発法人森林研究・整備機構職員の自己啓発等休業に関する規程（１９森林総研第８

３３号）でこれを定める。 

 

第１０章 配偶者同行休業 

 

（配偶者同行休業） 

第７９条の２ 職員は、機構が業務の運営に支障がないと認めて承認したときは、当該職

員が外国での勤務その他の別に定める事由により外国に住所又は居所を定めて滞在す

るその配偶者と、当該住所又は居所において生活を共にするための休業（以下「配偶者

同行休業」という。）をすることができる。 

２ 配偶者同行休業をすることができる期間は、３年を超えない範囲内の期間とする。 

３ 次に掲げる職員は、第１項の規定にかかわらず、配偶者同行休業をすることができな

い。 

一 任期付職員 

二 試用期間中の職員 

４ 配偶者同行休業の承認を受けようとする職員は、当該配偶者同行休業をしようとする

期間の初日及び末日並びに当該職員の配偶者が当該期間中外国に住所又は居所を定め

て滞在する事由を明らかにして、あらかじめ、機構に請求しなければならない。 

５ 配偶者同行休業をしている職員は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しな

い。 

６ 機構は、職員が配偶者同行休業をしている期間については、給与は支給しない。 

 

第７９条の３ 前条に定めるもののほか、職員の配偶者同行休業に関し必要な事項は、国

立研究開発法人森林研究・整備機構職員の配偶者同行休業に関する規程（２６森林総研

第４２２号）でこれを定める。 



 

第１１章 給与 

 

（給与） 

第８０条 職員の給与については、職員給与規程（クロスアポイントメント採用職員にあ

っては、クロスアポイントメントに関する規程）でこれを定める。 

 

第１２章 退職手当 

 

 （退職手当） 

第８１条 職員の退職手当については、国立研究開発法人森林研究・整備機構職員退職手

当支給規程（１７森林総研第１５６１号）（クロスアポイントメント採用職員にあって

は、クロスアポイントメントに関する規程）でこれを定める。 

 

第１３章 安全衛生 

 

（健康診断） 

第８２条 職員は、労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）第６６条の規定に基づき、

機構が毎年定期的に実施する健康診断又は必要に応じて実施する臨時の健康診断を受

けなければならない。 

２ 機構は、前項の健康診断の結果に基づき、勤務場所又は業務の変更勤務時間の短縮そ

の他職員の健康保持に関して必要な措置を命ずることがある。 

 

（病者の就業禁止） 

第８３条 機構は、職員が伝染性の疾病又は心臓、腎臓、肺等の疾病で勤務のために病勢

が増悪するおそれがあると認めるときは、労働安全衛生法第６８条の規定に基づき、就

業の禁止を命ずることがある。 

 

（女性職員等の就業制限） 

第８４条 機構は、女性職員及び年少職員（１８歳未満の職員をいう。）を労働基準法そ

の他の関係法令で定める有害な業務に就かせない。 

 

（その他の事項） 

第８５条 この章に定めるもののほか、職員の安全衛生に関し必要な事項については、国

立研究開発法人森林研究・整備機構安全衛生管理規程（１８森林総研第１５９６号）で

これを定める。 

 

第１４章 災害補償 

 

（災害補償） 

第８６条 職員は、業務上の災害（負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。）又は



通勤による災害を受けたときは、労働基準法、労働者災害補償保険法（昭和２２年法律

第５０号）及び国立研究開発法人森林研究・整備機構職員災害補償規程（１７森林総研

第１５６４号）に定めるところにより、その補償を受けることができる。 

２ 業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかか

り、当該負傷又は疾病に係る療養のため職員が勤務することができない期間は、病気休

暇又は休職とする。 

 

第１５章 能率 

 

第１節 人事評価 

（人事評価） 

第８７条 機構は、職員（臨時的職員を除く。以下この項において同じ。）の能力と実績

に基づく人事管理の基礎とするため、職員の執務について、定期的に人事評価（職員が

その職務を遂行するにあたり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤

務成績の評価をいう。）を行う。 

２ 前項の人事評価の実施に関し必要な事項は、国立研究開発法人森林研究・整備機構一

般職員等人事評価実施規程（２２森林総研第８６７号）でこれを定める。 

 

第２節 研修等 

（研修等） 

第８８条 機構は、職員の勤務能率を充分に発揮させるため、職員に対し、研修等の受講

を命じることがある。 

２ 前項の研修の実施等に関し必要な事項は、国立研究開発法人森林研究・整備機構職員

研修規程（１３森林総研第３５号）でこれを定める。 

 

第３節 レクリエーション 

（レクリエーション） 

第８９条 機構は、職員の勤務能率の増進のため、レクリエーション行事を実施すること

がある。 

２ 前項のレクリエーションの実施に関し必要な事項は、国立研究開発法人森林研究・整

備機構森林総合研究所等職員のレクリエーションに関する規程（１７森林総研第１５６

６号）でこれを定める。 

 

第１６章 表彰 

 

（表彰） 

第９０条 機構は、職員が職務上特に功労があった場合、永年勤続しその勤務成績が良好

であった場合その他必要があると認める場合には、職員を表彰する。 

２ 前項の定めるもののほか、職員の表彰に関し必要な事項は、国立研究開発法人森林研

究・整備機構表彰規程（１３森林総研第３３号）でこれを定める。 

 



第１７章 懲戒 

 

（懲戒を行う場合） 

第９１条 機構は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、懲戒を行うこ

とがある。 

一 この規則又は機構が定める規程等に違反した場合 

二 職務上の義務に反し、又は職務を怠った場合 

三 機構の職員たるにふさわしくない非行のあった場合 

 

（懲戒の種類） 

第９２条 懲戒の種類は、次に掲げるとおりとする。 

一 懲戒解雇（労働基準法第２０条第１項ただし書の規定に基づき、予告期間を設ける

ことなく、即時に解雇することをいう。以下同じ。） 

二 停職（１年を超えない範囲内において、職員としての身分は保有させるが、その職

務に従事させないことをいう。以下同じ。） 

三 減給（１年を超えない範囲内及び労働基準法第９１条に規定する限度内において、

給与を減額することをいう。以下同じ。） 

四 戒告（その責任を確認させ、及びその将来を戒めることをいう。以下同じ。） 

 

（懲戒解雇） 

第９３条 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、懲戒解雇に処する。ただし、

情状によっては、停職、減給、又は戒告とすることがある。 

一 重要な経歴を詐称して採用された場合 

二 正当な理由なく２１日以上の間欠勤し、出勤の督促に応じない場合 

三 正当な理由なくしばしば遅刻、早退又は欠勤を繰り返し、数回にわたって注意を受

けても改めなかった場合 

四 職務上知ることのできた秘密を漏らし、機構の業務の運営に重大な支障を生じさ

せ、又は機構に重大な損害を与えた場合 

五 セクシュアル・ハラスメントその他のハラスメントにより、円滑な職務遂行を妨げ、

職場の環境を悪化させ、又はその性的な言動に対する相手方の対応によって、一定の

不利益を与えるような行為を行った場合 

六 前５号に掲げるもののほか、第４章に規定する服務規律等に違反した場合であっ

て、その事案が重大なものであるとき 

七 刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられた場合 

八 職務において非違行為を行った場合（前号に該当する場合を除く。）であって、そ

の事案が重大なものであるとき 

九 私生活において非違行為を行った場合（第７号に該当する場合を除く。）であって、

当該非違行為が機構の名誉信用を傷つけ、又は機構の業務に重大な悪影響を及ぼすも

のであったとき 

十 数回にわたって停職、減給又は戒告の処分を受けたにもかかわらず、なお、勤務態

度等に関し改善の見込みがないと認められる場合 



十一 その他前各号に準ずる程度に不適切な行為があった場合 

 

（停職、減給及び戒告） 

第９４条 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、停職、減給又は戒告のいず

れかに処する。 

一 正当な理由なく遅刻、早退又は欠勤を繰り返した場合 

二 勤務態度等が不良である場合 

三 セクシュアル・ハラスメントその他のハラスメントを行った場合（前条第５号に該

当するものを除く。） 

四 前３号に掲げるもののほか、第４章に規定する服務規律等に違反した場合であっ

て、その内容が軽微なものであるとき。 

五 職務において非違行為を行った場合（前条第７号及び第８号に該当する場合を除

く。）であって、その内容が軽微なものであるとき。 

六 職員に義務づけられている申請、届出、報告等において、虚偽の申請、届出、報告

等をし、又はこれを怠った場合 

七 故意又は重大な過失により機構に重大な損害を与えた場合 

八 部下職員の非違行為を知り得たにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認し

た場合 

九 部下職員が懲戒処分を受ける等をした場合で、管理監督者として指導監督に適正を  

欠いていた場合 

十 私生活において非違行為を行った場合（前条第７号及び第９号に該当する場合を除  

く。） 

十一 その他前各号に準ずる程度に不適切な行為があった場合 

２ 停職にされた職員は、その停職の期間中、給与を受けることができない。 

 

（その他の事項） 

第９５条 この章に定めるもののほか、職員の懲戒及び矯正措置に関し必要な事項は、職

員懲戒規程でこれを定める。 

 

第１８章 保険等への加入 

 

第１節 一般の職員 

（共済組合への加入） 

第９６条 職員（クロスアポイントメント採用職員、再雇用短時間勤務職員及び臨時的職

員（以下「再雇用短時間勤務職員等」という。）を除く。以下この条及び次条において

同じ。）は、国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２８号）に基づき、職員とな

った日から国家公務員共済組合の組合員となる。 

２ 国家公務員共済組合法の制度並びにその行う給付及び事業等については、国家公務員

共済組合法及び関係法令に定めるところによる。 

 

（雇用保険への加入） 



第９７条 職員は、雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）に基づき、職員となった日

から雇用保険の被保険者となる。 

２ 雇用保険の制度並びにその行う給付及び事業等については、雇用保険法に定めるとこ

ろによる。 

 

第２節 再雇用短時間勤務職員等 

（社会保険等への加入） 

第９８条 再雇用短時間勤務職員等は、国家公務員共済組合法、厚生年金保険法（昭和２

９年法律第１１５号）、介護保険法（平成９年法律第１２３号）及び雇用保険法に定め

る要件を満たす場合に限り、職員となった日からこれらの保険の被保険者となる。 

２ 国家公務員共済組合法及び厚生年金保険法の適用を受けない再雇用短時間勤務職員等

は、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）及び国民年金法（昭和３４年法律第

１４１号）の定めるところによりこれらの被保険者とならなければならない。 

３ 前２項の保険の制度並びにその行う給付及び事業等については、それぞれ関係法令に

定めるところによる。 

 

第１８章の２ クロスアポイントメント採用職員の特例 

 

（クロスアポイントメント採用職員の特例） 

第９８条の２ クロスアポイントメント採用職員に対するこの規則の規定の適用について

は、第２１条中「解雇する」とあるのは「解雇にし、クロスアポイントメントを解除す

る」と、第９１条中「ある」とあるのは「ある。なお、次条第１号から第３号までに掲

げる処分を行うことを決定したときは、当該処分を行う前に、クロスアポイントメント

を解除することができる。」とする。 

２ クロスアポイントメント採用職員が採用された日に付与する当該年の年次有給休暇の

日数は、第６３条第１項ただし書きの規定による日数を、機構と当該クロスアポイント

メント採用職員が在籍する他機関との間で締結する協定において定める日数とする。 

３ クロスアポイントメント採用職員の健康保険法、厚生年金保険法、介護保険法及び雇

用保険法の取扱いは、機構と当該クロスアポイントメント採用職員が在籍する他機関と

の間で締結する協定において定める。 

４ 前各項に定めるもののほか、クロスアポイントメント採用職員の取扱いに関し必要な

事項については、機構と当該クロスアポイントメント採用職員が在籍する他機関との間

で締結する協定及びクロスアポイントメントに関する規程で定める。 

 

第１９章 その他 

 

（退職時等の証明） 

第９９条 機構は、職員が退職し、又は解雇される場合において、使用期間、業務の種類、

その事業における地位、給与又は退職若しくは解雇の事由（解雇の場合にあっては、そ

の理由を含む。）について証明書を請求したときは、労働基準法第２２条に定めるとこ

ろにより証明書を交付する。退職し、又は解雇された後も、同様とする。 



２ 機構は、職員が第２３条の規定により普通解雇の予告をした日から普通解雇の日まで

の間において、当該普通解雇の理由について証明書を請求した場合には、労働基準法第

２２条に定めるところにより証明書を交付する。ただし、普通解雇の予告をした日以後

に職員が当該普通解雇以外の事由により退職し、又は解雇された場合においては、当該

退職し、又は解雇された日以後、これを交付することを要しない。 

 

（旅費） 

第１００条 機構は、職員に出張を命じた場合には、旅費を支給する。 

２ 前項の旅費の支給に関し必要な事項は、国立研究開発法人森林研究・整備機構旅費規

程（１３森林総研第５９号）でこれを定める。 

 

（施設等の使用） 

第１０１条 職員は、機構の施設等を使用するに当たっては、機構がその管理上必要と認

めて指示する事項を遵守のうえ、これを使用しなければならない。 

２ 前項に定めるもののほか、施設等の使用に関し必要な事項は、国立研究開発法人森林

研究・整備機構施設管理規程（１３森林総研第４８号）でこれを定める。 

 

（雑則） 

第１０２条 この規則に定めるもののほか、職員の労働条件、服務規律その他の就業に関

し必要な事項については、機構が規程等で別に定める。 

 

   附 則 

 この規則は、平成１３年４月１日から施行する 

 

   附 則（平成１４．１．１ １３森林総研第１９３７号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１４年１月１日から施行する。ただし、第５９条第２項、第６８条

及び第６９条の改正規定並びに附則第２項及び附則第３項の規定は、平成１４年４月１

日から施行する。 

 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の独立行政法人森林総合研究所職員就業規則（以下「新就業規

則」という。）第５９条の規定は、この規則による改正前の独立行政法人森林総合研究

所職員就業規則（以下「旧就業規則」という。）第５９条第５項の規定により介護休暇

の承認を受けた職員でこの規則の施行の日（以下「施行日」という。）において当該承

認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して

３月を経過しているもの（当該介護休暇の初日から起算して６月を経過する日までの間

にある職員に限る。）についても適用する。この場合において、新就業規則第５９条第

２項中「連続する６月の期間内」とあるのは、「平成１４年４月１日から、当該状態に

ついての介護休暇の初日から起算して６月を経過する日までの間」とする。 

３ 旧就業規則第５９条第５項の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該



承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算し

て３月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新就業規則第５９条第２項

中「連続する６月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起

算して６月を経過する日までの間」とする。 

 

   附 則（平成１４．４．１ １４森林総研第２２号） 

 この規則は、平成１４年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平成１５．４．１ １５森林総研第２号） 

１ この規則は、平成１５年４月１日から施行する。 

 

２ 平成１３年３月３１日において、一般職の職員の給与に関する法律（昭和２５年法律

第２９号。以下「給与法」という。）の適用を受けていた職員で次ぎに掲げる者であっ

たものが、営利企業の地位に就き、又は自ら営利企業を営む場合（人事院の承認があっ

たものとして取り扱われる場合を除く。）については、この規則の施行の日から平成１

８年３月３１日までの間は、第２７条第３項の規定にかかわらず、理事長の申出により

人事院の承認を得た場合に限り、同条第１項及び第２項を適用しない。 

一 給与法第６条第１項第１号イに定める行政職俸給表（一）の職務の級１０級以上で

あった者 

二 給与法第６条第１項第７号に定める研究職俸給表の職務の級５級であった者 

三 給与法第６条第１項第１０号に定める指定職俸給表の適用を受けていた者 

 

   附 則（平成１７．１．１ １６森林総研第１１８７号） 

１ この規則は、平成１７年１月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 

２ この規則による改正後の職員就業規則第６２条に規定する特別休暇の取扱いに関する

経過措置に関し必要な事項は、別に定める。 

 

   附 則（平成１７．４．１ １７森林総研第２３号） 

 この規則は、平成１７年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平成１８．３．３１ １７森林総研第１５３６号） 

 この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平成１８．７．１ １７森林総研第１５３６号） 

 この規則は、平成１８年８月１日から施行する。 

 

   附 則（平成１８．９．１ １８森林総研第６７２号） 

 この規則は、平成１８年１０月１日から施行する。 

 

   附 則（平成１９．４．２ １８森林総研第１５３３号） 



（施行期日） 

１ この規則は、平成１９年４月１日から施行する 

 

（試用期間中の引継職員に関する取扱い） 

２ この規則の施行の際、引継職員（独立行政法人に係る改革を推進するための独立行政

法人農林水産消費技術センター法及び独立行政法人森林総合研究所法の一部を改正す

る法律（平成１９年法律第８号）第６条の規定により解散した独立行政法人林木育種セ

ンターの職員で独立行政法人森林総合研究所の職員となった者をいう。以下同じ。）が、

本規則第１０条第１項の試用期間にある場合において、「採用の日」とあるのは「同項

の規定により試用期間とされた採用に係る採用日」と読み替えるものとする。 

 

（休職中の引継職員に関する取扱い） 

３ この規則の施行の際、引継職員が第２０条第１項に係る休職中の場合において、当該

休職の期間については同条の規定により休職にされた際に、その引継職員に定められて

いた休職期間の末日までの期間とする。 

 

（国際機関等への在職派遣中の引継職員に関する取扱い） 

４ この規則の施行の際、引継職員が第２５条に係る国際機関等への在職派遣中の場合に

おいて、別に辞令が発せられない限り、施行日において、第２５条の規定により在職派

遣されている職員となったものとする。なお、在職派遣されている職員となった引継職

員の当該在職派遣の期間は、施行の日からその引継職員に定められた在職派遣の期間の

末日までの期間とする。 

 

（専従許可中の引継職員に関する取扱い） 

５ この規則の施行の際、引継職員が第４１条に係る専従休職の許可を受けている場合に

おいて、別に辞令が発せられない限り、施行日において、第４１条の規定により専従を

許可されている職員となったものとする。なお、専従許可されている職員となった引継

職員の当該専従許可の期間は、施行の日からその引継職員に定められた専従許可の期間

の末日までの期間とする。 

 

（週休日または代休日を定めた日のある引継職員に関する取扱い） 

６ この規則の施行の際、引継職員が第４７条の週休日または第５０条の代休日を定めた

日が繰り越されている場合において、勤務管理者を異にする転任がない限り、施行日に

おいて、第４７条の週休日又は第５０条の代休日が振替られたものとする。 

 

（基本型以外の勤務形態を選択している引継職員に関する取扱い） 

７ この規則の施行の際、引継職員が第４８条に定める早出型または遅出型を選択してい

る場合において、勤務管理者を異にする転任がない限り、施行日において、同様の勤務

形態が選択承認されているものとする。 

 

（職務専念義務の免除を承認されている引継職員に関する取扱い） 



８ この規則の施行の際、引継職員が第６７条から第６９条及び第７１条に定める職務専

念義務の免除の承認を受けている場合において、施行日において、同様に承認されてい

るものとする。 

 

（育児休業中の引継職員に関する取扱い） 

９ この規則の施行の際、引継職員が第７４条に定める育児休業の期間中にある場合にお

いては、施行日において、第７４条の規定により育児休業をしている職員となったもの

とする。同様の勤務形態が選択承認されているものとする。なお、育児休業をしている

職員となった引継職員の当該育児休業の期間は、施行の日からその引継職員に承認され

た育児休業の期間の末日までの期間とする。 

 

（懲戒処分中の引継職員に関する取扱い） 

１０ この規則の施行の際、引継職員が第９１条の定めに係る停職又は減給の処分を受け

た場合においては、施行日において、第９１条の規定により停職又は減給の処分を受

けたものとする。なお、当該停職または減給の処分の期間は、当該処分を受けた際に

その引継職員に定められた停職又は減給の処分の期間の末日までの期間とする。 

 

（その他） 

１１ 附則第２項から前項までに定めるもののほか、引継職員に係る経過措置等に関し必

要な事項は、理事長が別に定める。 

 

   附 則（平成１９．９．２８ １９森林総研第８２４号） 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成１９年１０月１日から施行する。 

 

（現に育児部分休業をしている職員の取扱い） 

２ この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の職員就業規則（以下「改正前の職

員就業規則」という。）第７５条の規定により育児部分休業（同条第１項に規定する育

児部分休業をいう。以下同じ。）の期間中にある職員は、当該育児部分休業が終了した

旨の通知を発せられない限り、施行日において、この規程による改正後の職員就業規則

（以下「改正後の職員就業規則」という。）第７５条の２の規定により育児時間（同条

第１項に規定する育児時間をいう。以下同じ。）をしている職員となったものとする。 

３ 前項の規定により育児時間をしている職員となったものとされた職員の当該育児時間

の期間は、施行日から育児部分休業をする際にその職員が申出ていた育児部分休業の期

間の末日までの期間とする。 

 

（施行日前に行われた育児部分休業の申出に関する取扱い） 

４ 施行日前において、現に改正前の職員就業規則第７５条第３項の規定により職員が行

った育児部分休業の申出（この規則の施行の際、現に育児部分休業の期間中にあるもの

を除く。）は、改正後の職員就業規則第７５条の２第３項の規定により行った育児時間

の申出とみなす。 



 

   附 則（平成２０．３．３１ １９森林総研第１６８３号） 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

 

（試用期間中の引継職員に関する取扱い） 

２ この規則の施行の際、引継職員（独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律（平成２

０年法律第８号附則第２条の規定により解散した独立行政法人緑資源機構の職員で独

立行政法人森林総合研究所の職員となった者をいう。以下同じ。）が本規則第１０条第

１項の試用期間にある場合において、「採用の日」とあるのは「同項の規定により試用

期間とされた採用に係る採用日」と読み替えるものとする。 

 

（休職中の引継職員に関する取扱い） 

３ この規則の施行の際、引継職員が、第２０条第１項に係る休職中の場合において、当

該休職の期間については同条の規定により休職にされた際に、その引継職員に定められ

ていた休職期間の末日までの期間とする。 

 

（国際機関・民間企業等への在職派遣中の引継職員に関する取扱い） 

４ この規則の施行の際、引継職員が第２５条、第２６条に係る国際機関・民間企業等へ

の在職派遣中の場合において、別に辞令が発せられない限り、施行日において、第２５

条、第２６条の規定により在職派遣されている職員となったものとする。なお、在職派

遣されている職員となった引継職員の当該在職派遣の期間は、施行の日からその引継職

員に定められた在職派遣の期間の末日までの期間とする。 

 

（週休日または代休日を定めた日のある引継職員に関する取扱い） 

５ この規則の施行の際、引継職員が第４７条の週休日または第５０条の代休日を定めた

日が繰り越されている場合において、勤務管理者を異にする転任がない限り、施行日に

おいて、第４７条の週休日又は第５０条の代休日が振替られたものとする。 

 

（育児休業中の引継職員に関する取扱い） 

６ この規則の施行の際、引継職員が第７４条に定める育児休業の期間中にある場合にお

いては、施行日において、第７４条の規定により育児休業をしている職員となったもの

とし、同様の勤務形態が選択承認されているものとする。なお、育児休業をしている職

員となった引継職員の当該育児休業の期間は、施行の日からその引継職員に承認された

育児休業の期間の末日までの期間とする。 

 

（懲戒処分中の引継職員に関する取扱い） 

７ この規則の施行の際、引継職員が第９１条の定めに係る停職又は減給の処分を受けた

場合においては、施行日において、第９１条の規定により停職又は減給の処分を受けた

ものとする。なお、当該停職または減給の処分の期間は、当該処分を受けた際にその引

継職員に定められた停職又は減給の処分の期間の末日までの期間とする。 



 

（その他） 

８ 附則第２項から前項までに定めるもののほか、引継職員に係る経過措置等に関し必要

な事項は、理事長が別に定める。 

 

   附 則（平成２０．９．３０ ２０森林総研第７９６号） 

 この規則は、平成２０年１０月１日から施行する。 

 

   附 則（平成２０．１２．２６ ２０森林総研第１２３０号） 

 この規則は、平成２１年１月１日から施行する。ただし、別表第２の第２号の改正部分 

については、同年５月２１日から施行する。 

 

   附 則（平成２１．３．３１ ２０森林総研第１７１６号） 

 この規則は、平成２１年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平成２１．５．２０ ２１森林総研第２３９号） 

 この規則は、平成２１年７月１日から施行する。 

 

   附 則（平成２２．２．１ ２１森林総研第１５０８号） 

 この規則は、平成２２年２月１日から施行する。 

 

   附 則（平成２２．３．３１ ２１森林総研第１８５２号） 

 この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平成２２．６．３０ ２２森林総研第４６６号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２２年６月３０日から施行する。 

 

（施行日前に承認を受けた乳幼児の健康診査等に係る職務専念義務の免除に関する取

扱い） 

２ 施行日前において、現にこの規則による改正前の職員就業規則（以下「改正前の職員

就業規則」という。）第６７条の２第１項又は第６７条の３第１項の規定により職員が

行った職務専念義務の免除の請求（この規則の施行の際、当該請求に係る職務専念義務

の免除が行われていないものに限る。）は、この規則による改正後の職員就業規則（以

下「改正後の職員就業規則」という。）第６６条第３項の規定により行った同規則別表

第２の第１１号の特別休暇の申出とみなす。 

 

（施行日前に行われた育児休業の申出に関する取扱い） 

３ 施行日前において、現に改正前の職員就業規則第７４条第３項の規定により職員が行

った育児休業の申出（この規則の施行の際、当該申出に係る育児休業が開始されていな

いものに限る。）は、改正後の職員就業規則第７４条第３項の規定により行った育児休



業の申出とみなす。この場合において、当該育児休業の申出をした職員は、施行日に申

し出ることにより、当該申出に係る育児休業を同条１項の規定による育児休業に変更す

ることができる。 

 

（介護休暇に関する取扱い） 

４ 施行日から平成２２年１２月３１日までの間における改正後の職員就業規則別表第２

の第１２号の規定の適用については、同号中「一の年」とあるのは、「施行日から平成

２２年１２月３１日までの間」とする。 

 

   附 則（平成２２．９．１６ ２２森林総研第８３１号） 

 この規則は、平成２２年１０月１日から施行する。 

 

   附 則（平成２２．１０．１ ２２森林総研第８６５号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２２年１０月１日から施行する。 

 

（人事評価に関する取扱い） 

２ 研究業務に従事する職員（理事長が別に定める職員に限る。）に対するこの規則によ

る改正後の職員就業規則第８７条第１項の規定により行う人事評価については、当分の

間、理事長が別に定める方法により実施するものとする。 

 

   附 則（平成２３．３．３１ ２２森林総研第１７８５号） 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

（病気休暇中の職員に関する取扱い） 

２ この規則の施行の際、現に病気休暇の期間中にある職員に対するこの規則による改正

後の職員就業規則第６４条第２項ただし書の規定は、施行日以後に使用した病気休暇に

ついて適用する。 

 

 （その他） 

３ 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。 

 

  附 則（平成２３．４．１３ ２３森林総研第７６号） 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２３年４月１３日から施行する。 

 

（東日本大震災に対処するための特例） 

２ 東日本大震災の被災者を支援する活動を行う場合における職員就業規則別表第２第４

号の適用については、同号中「５日」とあるのは「５日（東日本大震災に際し災害救助

法（昭和二十二年法律第百十八号）が適用された市町村（東京都の市町村を除く。）の



区域内において、アに掲げる活動を行う場合にあっては、７日）」と、同号ア中「被災

地」とあるのは「東日本大震災の被災地又はその周辺の地域若しくは東日本大震災の被

災者を受け入れている地域」と読み替えるものとする。 

 

（この附則の失効） 

３ この附則は、平成２４年１２月３１日限りで、その効力を失う。 

 

   附 則（平成２３．９．３０ ２３森林総研第７０７号） 

 この規則は、平成２３年１０月１日から施行する。 

 

   附 則（平成２３．１２．２６ ２３森林総研第１１２５号） 

 この規則は、平成２３年１２月２６日から施行する。 

 

   附 則（平成２４．７．３０ ２４森林総研第５９２号） 

 この規則は、平成２４年８月１日から施行する。 

 

   附 則（平成２５．３．２９ ２４森林総研第１４９４号） 

 この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平成２５．１２．２６ ２５森林総研第１０８０号） 

 この規則は、平成２６年１月１日から施行する。 

 

   附 則（平成２６．３．３１ ２５森林総研第１４６０号） 

 この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平成２６．７．２ ２６森林総研第４２１号） 

 この規則は、平成２６年８月１日から施行する。 

 

   附 則（平成２７．３．３１ ２６森林総研第１５５９号） 

 この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平成２９．３．３１ ２８森林総研第１８３９号） 

 この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

     附 則（平成３１．３．２８ ３０森林機構第１２２８０３号） 

 この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

   附 則（令和元．１０．２４ 元森林機構第０７１７０１号） 

 この規則は、令和元年１１月１日から施行する。 

 

   附 則（令和元．１２．６ 元森林機構第０９０４０２号） 



 この規則は、令和２年１月１日から施行する。 

 

   附 則（令和３．１０．２１ ３森林機構第７０８号） 

 この規則は、令和３年１１月１日から施行する。 

 

   附 則（令和３．１２．２２ ３森林機構第８５４号） 

 この規則は、令和４年１月１日から施行する。 

 

   附 則（令和４年６月２９日 ４森林機構第３７１号） 

 この規則は、令和４年６月２９日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 

 

附 則（令和４年９月３０日 ４森林機構第５９９号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和４年１０月１日から施行する。 

 

（育児休業に関する経過措置） 

２ 施行日前の日に開始した育児休業（当該育児休業に係る子の出生の日から起算して

８週間を経過する日の翌日まで（出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当

該出生の日から当該出産予定日から起算して８週間を経過する日の翌日までとし、出

産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日か

ら起算して８週間を経過する日の翌日までとする。）の期間内に、職員が当該子につ

いてした最初の育児休業に限る。）は、この規則による改正後の職員就業規則第７４

条第１項ただし書の適用については、同項第１号に規定する育児休業とみなす。 

   附 則（令和４年１２月２８日 ４森林機構第７８４号） 

 この規則は、令和５年１月１日から施行する。 

 

附 則（令和５年３月２７日 ４森林機構第１０６８号） 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 （定年の段階的な引上げ期間中に関する取扱い） 

２ 令和５年４月１日から令和１３年３月３１日までの間における第１５条第２項の

規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同項中「６５年」

とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年４月１日～令和７年３月３１日まで ６１年 

令和７年４月１日～令和９年３月３１日まで ６２年 

令和９年４月１日～令和１１年３月３１日まで ６３年 

令和１１年４月１日～令和１３年３月３１日まで ６４年 



（定年退職者等の再雇用に関する経過措置） 

３ 令和１４年３月３１日までの間、定年退職者又は定年前再雇用短時間勤務職員のう

ち任期満了により退職した者であって引き続き勤務することを希望する者を６５歳

まで継続雇用する。ただし、高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針（Ｈ

２４．１１．９厚生労働省告示第５６０号）により、心身の故障のため業務に堪えら

れないと認められるとき、勤務状態が著しく不良で引き続き再雇用職員として職責を

果たし得ないこと等、職員就業規則に定める解雇事由又は退職事由（年齢に係るもの

を除く）に該当する者を除く。 

４ 前項のほか、２５年以上勤続して退職した職員（勤務年数には、国の勤務年数を含

む。）であって当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日までの間にある者

は、長年培った能力及び経験を必要とする業務に、従事させる必要があると理事長が

認める場合に、雇用することができる。 

５ 継続雇用は、１年を超えない範囲で任期を定め、再雇用の職に採用する。（以下「暫

定再雇用職員」という。） 

６ 前項の規定により採用されたもののうち、１週間当たりの通常の勤務時間が常勤職

員の勤務時間に比し短い時間であるものに採用することができる（以下「暫定再雇用

短時間勤務職員」という。）。 

７ 第５項の暫定再雇用職員は、１年を超えない範囲内で更新する。 

８ 第３項の規定による再雇用については、その者が年齢６５年に達する日以後におけ

る最初の３月３１日まで更新できるものとする。 

 

（年齢６０年に達する職員に対する情報の提供及び勤務の意思の確認） 

９ 機構は、当分の間、職員が年齢６０年に達する日の属する年度の前年度において、

当該職員に対し、年齢６０年に達する日以後に適用される任命等の必要な情報を提供

するとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとす

る。 

 

  附 則（令和６年３月２９日 ５森林機構第１１６７号） 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

 

  附 則（令和６年９月２７日 ６森林機構第６６６号） 

この規則は、令和６年１０月１日から施行する。 

 

  附 則（令和７年３月２６日 ６森林機構第１２０２号） 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 

  附 則（令和７年７月３１日 ７森林機構第５３１号） 

この規則は、令和７年８月１日から施行する。 

 

  附 則（令和８年３月２５日 ７森林機構第１２３５号） 



この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

  



表第１ 職員の在職期間別年次休暇付与日数(第６３条第１項関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
在 職 期 間 

 

 
日 数 

 
１月に達するまでの期間 
 

 
  ２日 

 
１月を超え２月に達するまでの期間 
 

 
  ３日 

 
２月を超え３月に達するまでの期間 
 

 
  ５日 

 
３月を超え４月に達するまでの期間 
 

 
  ７日 

 
４月を超え５月に達するまでの期間 
 

 
  ８日 

 
５月を超え６月に達するまでの期間 
 

 
 １０日 

 
６月を超え７月に達するまでの期間 
 

 
 １２日 

 
７月を超え８月に達するまでの期間 
 

 
 １３日 

 
８月を超え９月に達するまでの期間 
 

 
 １５日 

 
９月を超え１０月に達するまでの期間 
 

 
 １７日 

 
１０月を超え１１月に達するまでの期間 
 

 
 １８日 

 
１１月を超え１年未満の期間 
 

 
 ２０日 
 



別表第２ 特別休暇の事由とその期間（第６６条関係） 
 

事      由 期      間 

一 選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務

しないことがやむを得ないと認められるとき 

必要と認められる期間 

二 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方

公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しな
いことがやむを得ないと認められるとき 

必要と認められる期間 

三 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末

梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して
登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の
者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末

梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な
検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められ
るとき 

必要と認められる期間 

四 自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動（専ら
親族に対する支援となる活動を除く。）を行う場合で、その勤

務しないことが相当であると認められるとき 
ア 被災地において行う被災者を支援する活動 
イ 障害者、高齢者等の施設において行う活動 

ウ 居宅において行う障害者、高齢者等の日常生活を支援す 
る活動 

一の年において５日の範囲内の期間 

五 結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認

められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められ
るとき 

結婚の日の５日前の日から結婚の日後１月を経過

する日までの期間における連続する５日の範囲内
の期間 

六 ６週間（多胎妊娠の場合にあっては１４週間、医師又は助産
師の指導等に基づき勤務しないことがやむを得ないと認められ
る場合にあっては８週間）以内に出産する予定である女性職員

が申し出た場合 

出産の日までの申し出た期間 

七 女性職員が出産した場合 
出産の日の翌日から８週間を経過する日までの期
間 

八 生後１年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のため
に必要と認められる授乳等を行う場合 

１日２回それぞれ３０分以内の期間（男性職員にあ
っては、それぞれ３０分から配偶者が取得している

時間を差し引いた時間） 

九 職員が妻（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあ
る者を含む。次号において同じ。）の出産に伴い勤務しないこ

とが相当であると認められる場合 

妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後２
週間を経過する日までの間に３日の範囲の期間 

十 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の６週間（

多胎妊娠の場合にあっては、１４週間）前の日から当該出産の
日以後１年を経過する日までの期間にある場合において、当該
出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子（妻の子

を含む。）を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務し
ないことが相当であると認められるとき 

当該期間内において５日の範囲内の期間 

 
 
 

十一  中学校就学の始期に達するまでの子（配偶者の子を含む。

右欄において「小学生以下の子」という。）を養育する職員が
、その子の看護等（負傷し、若しくは疾病にかかったその子の
世話を行うこと、疾病の予防を図るために必要なものとしてそ

の子に予防接種、健康診断を受けさせること、感染症に伴う学
級閉鎖等になったその子の世話を行うこと、又はその子の入園
（入学）式、卒園（卒業）式へ参加することをいう。）のため

勤務しないことが相当であると認められる場合 

一の年において５日（その養育する小学生以下の子

が２人の場合にあっては、１０日、３人以上の場合
にあっては１２日）の範囲内の期間 

十二 要介護者の介護、要介護者の通院等の付添い、要介護者が

介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行その他
の要介護者の必要な世話を行う職員が、当該世話を行うために
勤務しないことを申し出た場合 

一の年において５日（要介護者が２人以上の場合

にあっては、１０日）の範囲内の期間 

十三 親族が死亡した場合で、葬儀、服喪その他の親族の死亡に
伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であ
ると認められるとき 

親族に応じて下表に掲げる連続する日数（葬儀のた
め遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日
数を加えた日数）の範囲内の期間（暦日による。） 

 

 

 
 
 

 

親    族 日  数 

配偶者 
７日 

父母 

子 ５日 



 

 
 
 

 
 

祖父母 ３日（職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受

ける場合にあっては、７日） 

孫 １日 

兄弟姉妹 ３日 

おじ又はおば １日（職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受
ける場合にあっては、７日） 

父母の配偶者又は配偶者の父母 ３日（職員と生計を一にしていた場合にあっては、
７日） 

 

子の配偶者又は配偶者の子 
 

１日（職員と生計を一にしていた場合にあっては、
５日） 

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 １日（職員と生計を一にしていた場合にあっては、
３日） 兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 

おじ又はおばの配偶者 １日 

 

十四 父母の追悼のための特別な行事のため勤務しないことが相

当であると認められる場合 

１日の範囲内 

十五 夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又
は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認めら

れる場合 

一の年の５月から１０月までの期間内における休
日及び代休日を除いて原則として連続する３日の

範囲内 

十六 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当
する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないこと
が相当であると認められるとき 

ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員が
その復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。 

イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要

な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外に
はそれらの確保を行うことができないとき 

原則として連続する７暦日の範囲内 

十七 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等によ

り出勤することが著しく困難であると認められる場合 

必要と認められる期間 

 

十八 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等 

 に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避する 
 ため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 

必要と認められる期間 

 

十九 障害者である職員が、医療機関においてその障害に係

る治療、検診等を受ける場合又は職業能力の開発及び向上
を図るため必要と認められる職業訓練等を受ける場合で、
その勤務しないことが相当であると認められるとき 

一の年において１０日の範囲内の期間 

二十 不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当で
あると認められる場合 

一の年において５日（当該通院等が体外受精その他
の機構が定める不妊治療に係るものである場合に

あっては１０日）の範囲内の期間 

    
  第９号、第１０号、第１２号及び第２０号の休暇の単位は、１日又は１時間（再雇用短時間勤務職員にあっては

１時間）とする。 
 


